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中学校分科会

「子どもに身近な事象を法的に捉える学びの充実を」
ｰ公民的分野「私たちと政治」：決め方としての多数決を考えるｰ
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社会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第21号　2009 (pp.81-90)
市民社会科における対話的交渉過程の評価方法開発とその実践的検証

一中学校公民的分野単元匚成人年齢を考える」を事例として－
Developing and Practicing Assessment of Negotiation in ‘Social Studies Educationfor Civil Society'　:Ａ Case Study of Opinion-Making on the Legal Adult Age

柴　田　康弘
（飯塚市立穂波西中学校）

Ｉ　はじめに（問題の所在）
近年
，社会科の究極目標である匚市民的資質」

育成を主眼とした社会科教育論として
，匚市民社

会科」に総称1）される諸論が盛んに提案され，
その研究成果も相当数蓄積されてきた。この社会
科論は
，特に匚社会の構成原理にもとづいて，社

会秩序を批判的につくり出」2）し，匚『社会知』
の形成をめざす」3几收において，従来の論との違
いを主張する。そして，育成すべき資質の中核を，
議論による批判や調整を通じて，よりよい社会を形成・更新するための資質，匚社会形成力」として構想する4）。
授業論の有効性は

，授業実践の事実から説明さ
れねばならない。その際，授業において育成され
た資質を，何らかの評価方法によって見取り，示
すことが不可欠である。このことに関しては，本
学会第15回研究発表大会シンポジウムにおいても，匚評価できないものを学力と称することは裸の王
様に等しい」との辛辣な表現によって，すでに問
題提起されている。市民社会科においては，社会形成力をいかにして評価するか，が問われていよ
う。
先に述べたように，市民社会科は社会の原理に
基づく。その方法は匚議論」であり，目標は匚社
会秩序の構成，再構築＝社会をつくる（社会形成）」
である。これらは，匚授業（学習活動）における
議論によって，子どもが（あるべき）社会（のルー
ルやコード）についての，間主観的な理解を構築
すること」であると言い換えられよう。その意味
で，市民社会科における議論は，関係的に社会を
わがるための“方法”であり，かつ新たに作りかえ，形成する社会の“内容”でもある。よって，

-

社会形成力は，授業単元における一連の過程の中
でも，特に議論の場面を中心に発揮され，育成さ
れるものと想定できる。そうであるならば，その評価は，議論そのものを対象としてもなされるべきであろう。
そこで本研究では，市民社会科授業において育
まれる社会形成力について，子ども間で交わされ
る議論の様相に着目した評価方法を開発し，さらにその有効性を実践により検証するものである。
Ｈ　オーセンティック・アセスメントとしての対話的交渉過程の評価方法
１　「市民社会科」に求められるオーセンティック・アセスメント
教育評価研究の進展に伴い，匚オーセンティック・アセスメント:Authentic Assessment （真正
の評価）」概念が注目されている。この論の代表的な提唱者である，ウィギンズ(G.Wiggins)は，
これを次のように規定している。
「大人が仕事場や市民生活，個人的な生活の場で
試されている，その文脈を模写すること」5）
この評価概念は，匚知識は主体によってそのま
わりにある人やモノと『対話』『共同』しつつ構築していくもの」6）であるとする，構成主義の学習観に基づいている。
同様に，市民社会科も構成主義の学習観に依拠
している。　この「‾構成主義」，さらには匚現実
（社会）」を志向する点においても，市民社会科論と，オーセンティック・アセスメントとは，理論
的対応関係にあるものといえる

。
従来
，社会科（特に匚社会科学科）に代表され

る社会認識形成を主眼とした社会科論）の評価と
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１．授業デザインについて (別紙：学習デザイン，学習プリント参照)
法教育をどう捉え，どう実践するか？
・社会を「つくり」，社会に「生きる」＝市民としての主権者であるため 
（そのために，社会を「知る」「わかる」） 
・批判，疑問，対話・議論，決定・判断・・・ 
　　　　≠　選挙にいく　裁判員になる　　 
・その教育における中核としての社会科(カリマネのコア) 
・そのための教師の役割とは？ 
・法律専門家との協働の在り方は？

授業をデザインするにあたって
・子どものガチ(学ぶ必然をどうプロデュースするか) 
・自明視されたことを疑う眼を！・法的な考え方から迫る。



１．授業デザインについて
・法教育推進協議会(2015)「法やルールって，なぜ必要なんだろう？ 
　-私たちと法-」の活用(専門家の知見，視聴覚教材，手軽に) 
・身近な事例の追加＝子どもの“ガチ”を目指す働きかけ 

みんなで考えて
ルールを
作ってみよう

みんなで考えてルールを作ってみよう

法教育推進協議会
法教育推進協議会

法やルールの意義を理解し,生きる力を育む法教育

法教育推進協議会

法やルールの意義を理解し,生きる力を育む法教育

～私たちと法～

法やルールって,
なぜ必要なんだろう？

法教育教材

【本時授業の内容，特色について】
１　本時　 
　(2/4時)「みんなで決めるべきこと，みんなで決めてはならないこと」 
２　めあて 
　多数決は万能か!？多数決で決めて良いこと/良くないこと， 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多数決の方法とは？ 
　　→　何かを決める＝多数決は本当か？？？(すり込まれてきた・・・) 
３　GIGAスクール端末の活用 
　即時的な意見表明，共有のツールとして　



２．授業の実際について
(1) 導入　：　オリンピック開催地および修学旅行の行き先について 
・本時で多数決を考える「きっかけ」「かまえ」として

・教師の役割＝意見の整理と問いによる本時の方向付け 動画①②を視聴下さい

Ａ関西方面Ｂ関東方面Ｃ九州方面

行きたい 43 36 21
行きたく
ない 52 29 19

※多数決のパラドクス



修学旅行の行き先を決めよう！
【選考方法】 

・皆さん(100人)の希望を聞きます。 
・Ａ　関西方面　　Ｂ　関東方面　  Ｃ　南九州方面 
　　(大阪，奈良，京都)　(東京，神奈川)　　(鹿児島，宮崎) 

・多数決で決めます。 
　　→　行きたい地域ＮＯ１はどこですか？ 
　　　　参考までに，行きたくない地域ＮＯ１も教えてね。



２．授業の実際について
(２)展開 DVD事例　：　①小林くんの昼休みの過ごし方，④上田くんに反省を促す

動画③④を視聴下さい・他の事例に当てはめて考える 

動画⑤を視聴下さい

【生徒の意見交換から】 
・いじめ，かわいそう，やりすぎ 
・何回目の行為なのか？２回目以降なら有効では？ 
・上田くんの意見も聞けるような多数決を

・教師の役割＝他事例を通して，多数決についての考えの枠組みを作らせていく



２．授業の実際について
(２)展開 DVD事例　：　①小林くんの昼休みの過ごし方，④上田くんに反省を促す



(３)展開 　：　多数決は決め方の万能選手か？
２．授業の実際について

動画⑥⑦を視聴下さい

・多数決の決め方(方法・手続き)，内容について考えをつくる 

万能である

万能ではない

９
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・教師の役割＝個人→グループ→学級へと議論を拡張 
　　　　　　　※タブレット(「ロイロノート」の活用)



万能である 万能ではない
(３)展開 　：　多数決は決め方の万能選手か？
２．授業の実際について

・選択肢を吟味していれば，簡単かつ有効 
・全体的にはバレンティン(笑) 
　→良いところも悪いところもあるが 
　　トータルでは 
・人としての「マナー」があれば 
　→かわいそうかどうかが基準に 
・多くの意見の反映(効率性)

・多数決において「平等」は必須条件 
・話し合えないと少ない方が不利な立場に 
・イヤな思いをする人が出てしまう 
・どうしても決まらない場合の最終手段 

・人間としての公平を
担保すれば 
・全てを決めることが
できるわけではない 
・内容によって変わる 

Q.では，どんなこと(内容)なら決めて良いのか？ 
Q.どんなやり方（方法）で決めたら良いのか？ 
Q.なぜそれが良いのか？根拠は何か？人によって違わないか？

どちらとも

動画⑧を視聴下さい

憲法



(4)終末 　：　生徒の感想から
２．授業の実際について

動画⑨を視聴下さい



(4)終末 　：　生徒の感想から
２．授業の実際について



４．おわりに(本実践を通して)
・市民としての法教育＝静的な知識の教授→他者との対話 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝動的な知識の活用をこそ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　それは，昨今，求められる教育そのもの 
・法教育において，専門家によるゲストティーチは必須ではない 
　　→協働，連携ができるに越したことはないが… 
　　　既存の教材，ネットワークの活用で十分対応可能！ 
　　　目の前の子どもの状況に即したちょっと一工夫をこそ！ 
・コーディネーター，プロデューサーとしての教師の役割の再考(最高！) 
・何より，教師が主権者たる市民としての歩み(実践)を
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令和3年度研究発表会のご案内
福岡教育大学附属小倉中学校 

「自ら創造的に学ぶ力の育成」 
令和３・４年度　文部科学省委託事業 

「これからの時代に求められる資質・能力を育むための 
カリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究」(継続採択) 

令和３年11月５日(金)
オンライン開催準備中

その他，法教育・主権者教育につながる様々な取組を，ホームページで発信しています。
福岡教育大学附属小倉中学校ＨＰ　https://kokurajs.fukuoka-edu.ac.jp



3年生社会科学習プリント  公民的分野  私たちと政治 NO.２    学習日  / 
                ３年  組   番 氏名             

２ みんなで決めるべきこと・みんなで決めてはならないこと 
・多数決以外のオリンピック予定地の決め方とは？？？ 
 
 
 
 
 
 
事例①：修学旅行の行き先を決めよう！ 
 
概要 

   
 
 
 
 
 
 結果 
   行きたい地域NO１    → 
 
   行きたくない地域NO１  → 

【                               】 
 

 万能である  なぜなら・・・ 

めあて 

 

 

事例②：クラスみんなの多数決で決めていいこと？いけないこと？ 
みんなで決めたいこと ○ or × その理由 

事例Ａ 昼休みの過ごし方 
 
 
 

 

事例Ｂ 掃除当番の決め方１ 
 
 
 

 

事例Ｃ 掃除当番の決め方２ 
 
 
 

 

事例Ｄ 上田君に反省を促す 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



法教育セミナー中学校学習デザイン(3年 C組) 
授業日 令和 3年 6月 25 日  金曜日(3 校時 10:55〜11:45)    

          授業者 福岡教育大学附属小倉中学校 柴田 康弘 

 
(1)単元 公民的分野：私たちと政治(人間の尊重と日本国憲法の基本的原則) 
(2)単元の構成 
  第１時 国の政治の在り方は誰が決めるべきか 

(多数決という方法※オリンピック候補地決定の事例) 
  第２時 みんなで決めるべきこと，みんなで決めてはならないこと【本時】 
  第３時 憲法とは何か(より良い決定を保障するために・・・民主主義，立憲主義) 
  第４時 日本国憲法の意義は何か(三権分立とは) 
(3)単元で目指したい子どもの姿 
 ○ 民主主義や立憲主義の考えが，基本的人権の尊重，国会，内閣，裁判所などの学習の基礎となっ

ていることを説明できる。 
(4)本時 
 ①本時で目指す姿 

集団での意思決定としての多数決には，決めて良いこと・決めてはいけないことがあり，そのや
り方によっては，必ずしも最善の方法とはならない場合があることを指摘できる。 

②展開例 

○教師による主な問い，指示，説明 ・想定される子どもの反応  
○前時では，オリンピック開催地の決定について，その過程を
見てみました。 

○この決め方は多数決であり，事前に周知(明示)されていま
す。 

○この方法以外にどのような方法で決めればスッキリするの
だろうか？          (タブレットで意見共有) 

○仮に違う決め方をするとして，その決め方は誰が，どのよう
に決めるの？ → 多数決 

○ではこの多数決について，DVD を視聴してみよう。 
 ※DVD：私たちの暮らしと憲法(10 分 16 秒〜11分 00 秒) 

  多数決＝有効な手段 
 
 
○こんな事例はどうでしょうか?修学旅行(歴史体験学習)の行
き先を次のような，“多数決”で決めました。 

 ※多数決のパラドクス：行きたい/行きたくない  
どちらも同じ地域が１位に!? 
 

○では，次の事例は，クラスみんなの“多数決”で決めてよい
ことだろうか，決めてはいけないことだろうか？それはなぜ
か？※DVD：私たちの暮らしと憲法(11 分 25 秒〜15分 00 秒) 

事例Ａ 小林くんの昼休みの過ごし方  
事例Ｂ 掃除当番の決め方(班ごと 1 週間，出席番号日替わり) 

事例Ｃ 掃除当番の決め方(部活動していない，出席番号日替わり) 

 事例Ｄ 上田君に反省を促す(学年通信，会話禁止)  
 
○たくさんの事例を見てきたが，多数決とは決め方の万能選手
なのだろうか？ 

 「多数決は万能選手である(青)/ない(赤)。なぜなら・・・」 
(タブレットで意見共有) 

・決め方(手続き)に関わって：手続きの確認，合意 
・決める内容に関わって：個人の尊厳，小数の不利益はNG 

 
 
 
○多数決で決めて良いこととは？ 

また決めてはいけないこととは？ 
 
 
○多数決に必要なこととは？ 
 
 
○憲法全文を見てみよう。憲法には，何かを決めることに関わ
って，どんなことが規定されているのだろうか？ 
 ・確かに多数決のことが書いてある。 
○それでは次の時間は，憲法の中身について検討していこう。 
 

・不公平だ。・ルールが間違いだ。 
・これは多数決としてはおかしい。 
 
 
・クジ引き？ ・偉い人の一声で？ 
・輪番制？  
 
・そうなるとやはり，多数決しか・・・ 
 
 
 
 
 
・前回も同じだけど，多数決なのに

、、、
何だかお

かしい・・・。 
・行きたいところだけ聞けば良かった。 
・事前に話し合いを重ねておけば良かった。 
・もっと多く聞けば良かった。 
 
 
 
・(事例１)わるい 小林くんの自由 
・(事例２)よい  全員平等  
・(事例３)わるい 押しつけになる 
・(事例４)？？？ みんなが迷惑している 
         イジメになる 
・多数決は万能選手である。なぜならベスト
ではないが，ベターな方法であり，事前に決
め方や内容について話し合いをしておきさ
えすれば，スムーズに決定できる。 
・多数決は万能選手ではない。なぜなら多数
決でも手続きに不備があれば，良い決定に
はならず，決める内容によっては，個人の権
利侵害や不利益を生んだりしてしまう。 
 
・みんなに平等に関わること 
・個人の権利を侵すこと 
・事前に多数決のルール(方法)をしっかり
決めておく。 
・みんなに平等に権利を保障する。 
・話し合いを重ね，納得を得る。 
 
・基本的人権の尊重，国民主権，平和主義 
・国会議員の選挙の仕方 
・権力を集中させない三権分立のしくみ 
など 

めあて：多数決は万能か!?：多数決で決めて良いこと/良くないこと，多数決の方法とは？ 


